
 令和７年度 

地域の安心を支える！ 

住宅セーフティネット制度の改正と居住支援のこれから 

制度の変化を知り、現場で活かすための実践講習会 

住まいの「困った」を「あんしん」に。最新の制度改正が、あなたの支援現場と 

地域連携をどう変えるか、具体的な事例を交えて解説します。 

申込方法 下記の URL から申し込みください（１１月１９日まで） 

(ちば電子申請サービス) 様式 ID：14688 

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=50633 

こんな方に特におすすめ！ 

この講習会は、住まいの支援を通じて地域社会の安心づくりに貢献したい方を対象としています。 

 不動産事業者、大家さん、居住支援法人など関係事業者の方 

 地域で住まいの支援に関わる方、もしくは関心のある方 など 

主催：千葉県すまいづくり協議会 居住支援部会  

（事務局：千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班 電話：０４３－２２３－３２２９） 

居住支援講習会 

令和７年１１月２５日(火)午後２時〜午後４時（受付：午後 1時３０分～） 

会 場: 船橋市中央公民館 講堂  (船橋市本町 2-2-5 市民文化ホール７階） 

定 員: 先着順（事前申込制） 


